
介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントに関する重要事項説明書 

（令和６年４月１日現在） 

 

あなた（または、あなたのご家族）が利用しようと考えている介護予防支援業務等について、契

約を締結する前に知っておいていただきたい内容を説明しますので、分からないこと、分かりに

くいこと等があれば、遠慮なくご質問をしてください。 

 

１．この契約の趣旨について 

● ｢要支援 1｣｢要支援 2｣｢事業対象者｣の認定を受けた方は、｢介護予防サービス｣｢介護予防・

生活支援サービス｣｢一般介護予防事業｣(以下｢介護予防サービス等｣という｡)をご利用いただ

くことになります。 

● 介護予防サービス等の利用にあたっては、｢介護予防サービス・支援計画｣の作成等を行う

必要があります。これらの業務は「地域包括支援センター」（以下「センター」という。）が、

あなたと契約を締結して作成することになっています。（ただし、地域包括支援センターが居

宅介護支援事業所に業務を委託して行うこともできます。）   

 

２．あなたのお住まいの地域を担当する地域包括支援センター 

①センターの名称等  

センター名称 青山和敬荘地域包括支援センター（事業所番号（盛岡市指定）0300100013） 

事業所所在地 〒020-0134 盛岡市南青山町 13番 30 号 

事業所連絡先 電話 019-648-8622 FAX 019-648-1414  e-mail a-chiiki@wakeisou.or.jp 

営業日 月曜日～金曜日（祝祭日、12 月 29 日～1月 3日を除く） 

営業時間 午前 9時～午後 5時 

実施地域 盛岡市内 担当圏域（青山地区・東厨川地区・土淵地区） 

職員体制 
○管理者：1名（常勤・兼務） 

○担当職員：7名（常勤・兼務 6名 常勤・専任 1 名） 

 

②事業の目的及び運営方針 

 

事業の方針 
介護保険法に基づき、要支援者等からの相談に応じて、介護予防サービス等

の適切な利用ができるよう便宜の提供を行うことを目的とする。 

運営方針 

利用者の意志及び人格を尊重するとともに、利用者の心身の状況や環境等に

応じて利用者の選択に基づき、その自立に向けて設定された目標を達成するた

めに適切な介護予防サービス等が提供されるよう配慮する。また利用者への介

護予防支援等の提供にあたっては、公平・中立を遵守し、関係機関や他職種と

の連携を図るよう努める。 



３．介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの内容及び利用料等 

介護予防支援の内容 提供方法 介護保険適用の有無 
1 ヶ月当たり 

の利用料 

①介護予防サービス・支援計画の

作成 

②介護予防サービス等事業者と

の連絡調整 

③サービス実施状況の把握､評価 

④利用者状況の把握 

⑤給付管理 

⑥要介護・要支援認定等の申請に

対する協力、援助 

⑦相談業務 

契約書別紙に

掲げる｢介護予防

支援及び介護予

防ケアマネジメ

ント業務の実施

方法等について｣

を参照ください。 

①～⑦は、一連業務

として介護保険の対

象となるものです。 

(1)介護予防支援費 
介護保険法（平 
成 9 年法律第 123 

号）の規定に基づ 
く介護報酬額 
(2)介護予防ケアマ

ネジメント費 

盛岡市が定める介

護予防ケアマネジ

メントの類型によ

る額 

 

【利用料について】 

※ 介護保険、事業対象者、または生活保護法の規定による介護扶助の適用者となる場合、

上記の介護予防支援費及び介護予防ケアマネジメント費にかかる利用料は不要です。 

※ ただし、介護保険が適用される場合であっても、利用者の保険料滞納等により、法定代

理受領ができない場合には、いったん料金をお支払いいただき、サービス提供証明書を発

行することになります。この証明書を盛岡市の窓口に提出すると払い戻しされる場合があ

ります。 

※ 上記の介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントにかかる業務を行うため、盛岡市域

外の居宅に訪問した場合は、交通費として域外を超えた地点から 1 ㎞につき 10 円を負担し

ていただきますので、訪問したときにお支払いください。領収書をお渡ししますので、必

ず保管してください。 

 

４．利用者の居宅への訪問頻度のめやす 

  センターの職員（または居宅介護支援事業所の介護支援専門員）が利用者の状況把握のため、

利用者の居宅に訪問する頻度は、おおむね 3月に 1回が目安となります。    

ただし、上記の回数以外にも、利用者からの依頼や業務の遂行に不可欠と認められる場合で利

用者の承諾を得た場合には、利用者の居宅を訪問することができます。 

 

５．秘密の保持と個人情報の保護について 

 ① 利用者及びその家族に関する秘密の保持について 

   センター（事業者を含む）は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族に関

する秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。この秘密を保持する義務は、契約が終了

した後も継続します。 

 

 



 ② 個人情報の保護について 

   センター（事業者を含む）は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス

担当者会議において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報につい

ても、あらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議で利用者の家族の個人情報を

用いません。センター（事業者を含む）は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる

記録物については、善良な管理者の注意を持って管理し、また、処分の際にも第三者への漏洩

を防止するものとします。 

 

６．事故発生時の対応 

① 利用者に対するサービス提供に当たって事故が発生した場合には、速やかにセンター（事業

者を含む）は利用者の家族、市町村などに連絡を行うと共に、必要な措置を講じます。また

事故状況、事故に際して採った処置について記録をします。 

② サービス提供により損害すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行います。 

 

７．介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント業務に関する相談･苦情について 

【地域包括支援センターの窓口】 
青山和敬荘地域包括支援セン 
ター 

所 在 地 盛岡市南青山町 13 番 30 号 
電話番号 019-648-8622   FAX番号  019-648-1414 

受付時間 月曜日～金曜日：9 時～17 時（祝日、12 月 29 日

～1月 3日除く） 
【市町村の窓口】 
盛岡市役所介護保険課 

所 在 地 盛岡市内丸 12 番 2 号 
電話番号  019-651-4111   FAX番号  019-651-1181 
受付時間 月曜日～金曜日：8 時 30 分～17 時 30 分(祝日、

12 月 29 日～1月 3 日除く） 
【公的団体の窓口】 
岩手県国民健康保険団体連合会 
介護保険課 

所 在 地 盛岡市大沢川原三丁目 7 番 30 号 

電話番号  019-604-6700   FAX番号  019-604-6701  
受付時間 月曜日～金曜日：9 時～17 時（祝日、12 月 29 日

～1月 3日除く） 

 

８．虐待防止、身体拘束等について 

センターは、利用者の人権の擁護、虐待防止並びに身体拘束廃止のため、指針を整備し、虐待防

止並びに身体拘束廃止を啓発・普及するための研修を実施する等の措置を講じます。 

① センターは、利用者が成年後見制度を利用できるよう支援を行います。 

② センター職員又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する者）による虐待等を受けたと

思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。 

③ センターは、虐待防止並びに身体拘束廃止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、

その結果について職員に周知徹底を図ります。 

2 センターは、前項に掲げる措置を適切に実施するため、虐待防止並びに身体拘束廃止の責任者

を、次の通り定めます。 

 

高齢者虐待防止責任者 青山和敬荘地域包括支援センター 

施設長  長岡 修 



９．ハラスメント対策について 

センター（事業者を含む）は、適切な指定介護予防支援等の提供を確保する観点から、利用

者及びその家族等による、業務上必要かつ相当な範囲を超える下記の行為により、従業者の就

業環境を害されることを防止するため、次項に定める通り必要な措置を講じます。 

(1) 身体的な力を使って危害を及ぼす行為 

(2) 個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為 

(3) 意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為 

(4) 過剰又は不合理な要求、合理的範囲を超える時間的・場所的拘束をする行為 

① センターは、ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、再発防

止会議等により、同事案が発生しないための再発防止策を検討します。 

② センターは、職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修等を実施します。

また、定期的に話し合いの場を設け、ハラスメント発生状況の把握に努めます。 

③ センターは、ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環

境改善に対する必要な措置を行った上で改善が見られない場合、利用契約の解約等の措置を講

じることがあります。 

 

１０．業務継続に向けた取り組みについて 

センターは、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定介護予防支援等の提

供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業

務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。 

① センターは職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期

的に実施します。 

② センターは定期的に業務継続計画を見直し、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

１１．衛生管理等 

 センターは、センターにおいて感染症が発生し、又はまん延しないよう、次の措置を講じます。 

① 感染症対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について職員に周知徹底を図ります。 

② 感染症対策の指針を整備します。 

③ 職員に対し、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１１．重要事項の説明の年月日 

この重要事項説明書の説明年月日 令和  年  月  日 

 

上記内容について、「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」の規定に基づき、利用者に説明を行いま

した。 

 

地域包括支援センター  

法 人 名 社会福祉法人岩手和敬会 

住  所 盛岡市南青山町 13 番 30 号 

事業者名 青山和敬荘地域包括支援センター 

        代表者名  施設長  長岡 修      印 

      

     説明者氏名      太田 早紀     印 

 

この重要事項説明書の同意年月日 令和  年  月  日 

 

上記内容の重要事項の説明をセンターから確かに受け、サービス提供開始について同意致します。 

 

 利用者 住所    

  

    氏名                  印 

 

上記代理人 (代理人を選定した場合) 

住所 

 

    氏名                  印 
 

 


